
（別紙様式３）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名
競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備考

多重無線通信装置（大阪回線他）製造及び据付調整１式

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　東川　直正
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

令和4年3月9日
株式会社有電社　関西支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目５番６号

1011001023797
一般競争契約
（総合評価） 243,903,000 240,900,000 98.76%

紀の川ダム統合管理事務所電話交換設備製造及び据付調
整１式

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　東川　直正
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

令和4年3月14日
扶桑電通株式会社　関西支店
東京都中央区築地５丁目４番１８号

6010001055706 一般競争契約 32,164,000 24,200,000 75.23%

地籍調査の基礎とするための効率的手法導入推進基本調
査業務（京都府宇治市西小倉地区）

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　東川　直正
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

令和4年3月14日
株式会社かんこう
大阪府大阪市城東区野江１丁目１２番８号

1120001007221 一般競争契約 14,509,000 8,019,000 55.26%

近畿地方整備局情報システム他移設作業１式

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　東川　直正
大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　大阪合同庁舎第１
号館

令和4年3月24日
株式会社ケーネス　関西支店
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争契約 613,888,000 613,250,000 99.89%

淀川管内上流樋門等点検整備業務
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局淀川河川事務所長　波多野　真樹
大阪府枚方市新町２－２－１０

令和4年3月14日
株式会社ヤマテック
京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷１０５－６

2130001044139 一般競争契約 10,769,000 10,670,000 99.08%

淀川管内揚排水機場等運転支援装置点検整備業務
分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局淀川河川事務所長　波多野　真樹
大阪府枚方市新町２－２－１０

令和4年3月25日
クボタ機工株式会社
兵庫県尼崎市浜１丁目１－１

3120001149458 一般競争契約 9,779,000 9,570,000 97.86%

円山川水系水門設備点検整備業務
分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所長　南　知之
兵庫県豊岡市幸町１０－３

令和4年3月29日
川重ファシリテック株式会社
兵庫県加古郡播磨町新島８

7140001044777 一般競争契約 19,811,000 17,490,000 88.28%

紀の川五條出張所管内樋門ゲート設備点検整備業務
分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所長　生田　浩一
和歌山県和歌山市西汀丁１６

令和4年3月15日
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス
大阪府大阪市中央区安土町１－３－５

9120001077653 一般競争契約 10,868,000 10,670,000 98.17%

紀の川船戸出張所管内樋門ゲート設備点検整備業務
分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所長　生田　浩一
和歌山県和歌山市西汀丁１６

令和4年3月15日
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス
大阪府大阪市中央区安土町１－３－５

9120001077653 一般競争契約 12,089,000 10,670,000 88.26%

鮒田水門他点検整備業務
分任支出負担行為担当官
紀南河川国道事務所長　国土交通技官　　　　　　　川尻　竜也
和歌山県田辺市中万呂１４２

令和4年3月16日
株式会社ヤマテック
京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷１０５－６

2130001044139 一般競争契約 16,236,000 15,290,000 94.17%

真名川ダム他管理設備他点検整備業務

分任支出負担行為担当官
九頭竜川ダム統合管理事務所長　国土交通技官　　　　　　井上
達裕
福井県大野市中野２９－２８

令和4年3月28日
福井鐵工株式会社
福井県福井市若栄町７０２

4210001003662 一般競争契約 8,954,000 8,580,000 95.82%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


